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市
民
が
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
に

AED
を
貸
し
出
し
ま
す

期
間　
イ
ベ
ン
ト
期
間
中
（
７
日

を
上
限
）

対対　
お
お
む
ね
10
人
以
上
参
加
す

る
市
内
で
開
催
さ
れ
る
公
益
性
の

あ
る
イ
ベ
ン
ト
で
、
営
利
を
目
的

と
し
な
い
も
の

条
件　
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
医
師
、

看
護
師
、
救
急
救
命
士
ま
た
は
救

急
救
命
講
習
な
ど
を
修
了
し
た
人

を
常
時
配
置
す
る
こ
と

申申　
貸
出
日
の
前
月
の
１
日
か
ら

貸
出
日
の
７
日
前
ま
で
に
、
AED
貸

出
申
請
書
（
市
H
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）
を
郵
送
、M
（kenkou@

ci
ty.kariya.lg.jp

）
ま
た
は
直
接
、

保
健
セ
ン
タ
ー
（
〒
448
‐
０
８
５

８　
若
松
町
３
‐
８
‐
２
）
へ
。

問問　
健
康
推
進
課
（
☎
23
‐
９
５

５
９
）

ID

１
０
０
３
２
８
４

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
を

希
望
し
な
い
人
の
申
出

　
市
で
は
、
法
定
受
託
事
務
と
し

て
自
衛
官
等
募
集
に
関
す
る
事
務

の
一
部
を
行
っ
て
い
ま
す
。
法
令

に
基
づ
く
自
衛
隊
か
ら
の
依
頼
に

応
じ
て
、
自
衛
官
ま
た
は
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
情
報
と

し
て
、
対
象
者
の
氏
名
・
住
所
・

性
別
を
自
衛
隊
に
提
供
し
て
い
ま

す
。
こ
の
情
報
は
、
自
衛
官
等
募

集
の
案
内
資
料
の
送
付
に
使
用
さ

れ
ま
す
。
自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供

を
希
望
し
な
い
人
は
、
申
し
出
て

通
安
全
教
育
車
「
セ
ー
フ
テ
ィ
愛

知
あ
ゆ
み
号
」、自
転
車
取
締
り
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
体
験
、
交
通
安
全
ス

ト
ラ
ッ
プ
手
作
り
体
験
、
自
動
車

運
転
適
性
診
断
体
験

他他　
交
通
安
全
グ
ッ
ズ
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
あ
り

□
県
内
一
斉
交
通
大
監
視

時時　
４
月
10
日
㈬　
７
時
30
分
〜

８
時
30
分

場場　
市
内
主
要
交
差
点

問問　
く
ら
し
安
心
課
（
☎
62
‐
１

０
１
０
）

カ
ラ
ス
の
巣
作
り
に
よ
る

停
電
防
止
に
ご
協
力
を

　
春
は
カ
ラ
ス
の
巣
作
り
が
ピ
ー

ク
と
な
る
時
期
で
す
。
金
属
製
ハ

ン
ガ
ー
な
ど
を
使
っ
て
電
柱
の
上

に
巣
を
作
ら
れ
る
と
、
漏
電
や
シ

ョ
ー
ト
で
広
範
囲
な
停
電
を
発
生

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
金
属

製
ハ
ン
ガ
ー
や
針
金
な
ど
を
物
干

し
竿
や
ご
み
捨
て
場
に
放
置
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
電
柱
の
上
に
カ

ラ
ス
の
巣
を
発
見
し
た
ら
、
中
部

電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

問問　
中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド

㈱
刈
谷
営
業
所
（
☎
０
１
２
０
‐

988
‐
255
）

く
だ
さ
い
。

対対　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
日

本
人
で
、
平
成
18
年
４
月
２
日
〜

19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

申
問
申
問　
４
月
１
日
㈪
か
ら
６
月
14

日
㈮
ま
で
に
、
市
H
内
問
合
せ
フ

ォ
ー
ム
ま
た
は
電
話
（
62
‐
１
０

０
５
）
で
総
務
文
書
課
へ
。

ID

１
０
１
３
８
９
５

都
市
計
画
事
業
の
認
可

　
県
知
事
よ
り
都
市
計
画
道
路
高

須
線
の
都
市
計
画
事
業
が
認
可
さ

れ
ま
し
た
。
関
係
図
書
は
道
路
建

設
課
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問問　
道
路
建
設
課
（
☎
62
‐
１
０

１
９
）

４
月
６
日
〜
15
日

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
新
生
活
を
始
め
る
社
会
人
や
学

生
に
よ
る
不
慣
れ
な
通
勤
・
通
学

に
よ
る
交
通
事
故
の
発
生
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。
一
人
一
人
が
交
通
安

全
意
識
を
高
め
、
安
全
運
転
や
安

全
行
動
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

運
動
重
点　
▼
子
ど
も
が
安
全
に

通
行
で
き
る
道
路
交
通
環
境
の
確

保
と
安
全
な
横
断
方
法
の
実
践
▼

歩
行
者
優
先
意
識
の
徹
底
と
「
思

い
や
り
・
ゆ
ず
り
合
い
」
運
転
の

励
行
▼
自
転
車
・
電
動
キ
ッ
ク
ボ

ー
ド
な
ど
の
利
用
時
、
ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
と
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守

□
春
の
交
通
安
全
フ
ェ
ス
タ

時時　
４
月
６
日
㈯　
10
時
〜
16
時

場場　
刈
谷
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

内内　
生
命
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
、
交

青山斎園の使用ルールを変更します

　4月1日㈪の使用分から市内区分が適用される条件などを変更します。
□火葬場、霊安室、斎場棟・せい山閣（通夜・告別式、火葬の待合、告別式から引き続き行う初七日法要など）
市内区分が適用される条件
▶死亡した人の条件…①死亡した際に市内に住所があった人
　　　　　　　　　　② 死亡した際に介護保険などの住所地特例（市外の住所地特例対象施設などに入

所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制
度）の適用を受けていた人

▶使用する人の条件…③死亡した人の親族かつ喪主で、市内に住所がある人
□斎場棟・せい山閣（告別式とは別日に行う年忌法要など）
市内区分が適用される条件　市内に住所がある使用者
※火葬場の市外区分の使用料も変更します。各施設の使用料の詳細は、市H（ ID1005679）をご覧ください。

火葬場の市民優先制度の導入
火葬の開始時間が11時～13時30分で、①～③のいずれかに該当する人は使用日の7日前から予約可。その他

の人は使用日の2日前の21時から予約可。
※9時30分～10時30分・14時～15時は、どなたでも使用日の7日前から予約できます。

問問　市民課（☎95-0006）　ID 1005678

ID 7桁の番号を市Hトップページ「ページID検索」に入力すると関連ページが見られます。

暮
ら
し


